
第２号議案

件 名 栃木県立学校における学校運営協議会の設置等に関

する規則の制定について

提案理由等 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31

年法律第162号）第47条の６に基づき、県立学校に学校

運営協議会を設置するため、新たに規則を制定しよう

とするものである。



栃木県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の制定について

教育委員会事務局総務課

１ 制定の趣旨

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号。以下「法」と

いう。）第47条の６に基づき、県立学校に学校運営協議会（以下「協議会」という。）

を設置するため、新たに規則を制定しようとするものである。

２ 規則の内容

(1) 協議会を設置する県立学校（第２条関係）

協議会を設置する県立学校は、第二期県立高等学校再編計画において特例校と位

置付けられている日光明峰高校と馬頭高校とする。

(2) 学校の運営に関する基本的な方針に定める事項（第３条関係）

学校の運営に関して、校長が作成し、協議会の承認を得なければならない基本的

な方針に定める事項は、法第47条の６第４項に規定されている教育課程の編成のほ

か、経営計画、組織編制及び予算の執行とする。

(3) 職員の任用に関する意見の対象となる事項（第５条関係）

職員の採用その他の任用に関して、協議会が教育委員会又は校長に意見を述べる

ことができる事項は、学校の運営に関する基本的な方針の実現に資する事項（特定

の個人に係るものを除く。）とする。

(4) 協議会の委員の任免の手続き及び任期、協議会の議事の手続きその他必要な事項（第

７、８、13、15条関係）

・ 委員は15人以内とする。（第７条関係）

・ 委員の任期は２年とし、再任可とする。（第８条関係）

・ 協議会の会議は公開する。ただし、職員の採用その他の任用に関する事項につい

て審議する場合その他協議会が特別の事情があると認める場合は、非公開とするこ

とができる。（第13条関係）

・ この規則に定めるもののほか、協議会の設置等に関し必要な事項は、教育長が別

に定める。（第15条関係）

３ 施行期日

平成30年４月１日



栃
木
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

栃
木
県
立
学
校
に
お
け
る
学
校
運
営
協
議
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成

年

月

日

栃
木
県
教
育
委
員
会
教
育
長

宇

田

貞

夫

栃
木
県
立
学
校
に
お
け
る
学
校
運
営
協
議
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
七
条
の
六
第
一
項
、
第
四
項
、
第
七
項
及
び
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
栃
木
県
立
学
校
（
以
下

「
学
校
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
学
校
運
営
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
の
設
置
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
設
置
等
）

第
二
条

法
第
四
十
七
条
の
六
第
一
項
本
文
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
に
掲
げ
る
学
校
に
協
議
会
を
置
く
も
の
と
す
る
。

２

栃
木
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
協
議
会
を
設
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
対

象
学
校
（
当
該
協
議
会
が
そ
の
運
営
及
び
当
該
運
営
へ
の
必
要
な
支
援
に
関
し
て
協
議
す
る
学
校
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

校
長
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

（
学
校
の
運
営
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
に
定
め
る
事
項
等
）

第
三
条

法
第
四
十
七
条
の
六
第
四
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

経
営
計
画
に
関
す
る
事
項

二

組
織
編
制
に
関
す
る
事
項

三

予
算
の
執
行
に
関
す
る
事
項

２

対
象
学
校
の
校
長
は
、
法
第
四
十
七
条
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
得
た
基
本
的
な
方
針
に
従
い
当
該
対
象
学
校
の

運
営
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
意
見
の
聴
取
）

第
四
条

協
議
会
は
、
法
第
四
十
七
条
の
六
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
対
象
学
校
の
校
長
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

（
職
員
の
任
用
に
関
す
る
意
見
の
対
象
と
な
る
事
項
等
）

第
五
条

法
第
四
十
七
条
の
六
第
七
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
対
象
学
校
の
運
営
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
の

実
現
に
資
す
る
事
項
（
特
定
の
個
人
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２

前
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
七
条
の
六
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
会
が
教
育
委
員
会
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
学
校
の
運
営
に
関
す
る
評
価
）

第
六
条

協
議
会
は
、
対
象
学
校
の
運
営
状
況
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
毎
年
度
一
回
、
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
組
織
）

第
七
条

協
議
会
は
、
委
員
十
五
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２

教
育
委
員
会
は
、
委
員
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
対
象
学
校
の
校
長
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

（
委
員
の
任
期
）

第
八
条

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
員
の
服
務
）

第
九
条

委
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同
様
と
す
る
。

２

委
員
は
、
在
任
中
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

協
議
会
及
び
対
象
学
校
の
運
営
に
著
し
い
支
障
を
来
す
言
動
を
行
う
こ
と
。

二

委
員
と
し
て
の
地
位
を
営
利
行
為
、
政
治
活
動
、
宗
教
活
動
等
に
不
当
に
利
用
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
を
行
う
こ
と
。

（
委
員
の
解
任
）

第
十
条

教
育
委
員
会
は
、
委
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
委
員
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

委
員
か
ら
辞
任
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
。

二

第
九
条
（
第
一
項
後
段
を
除
く
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

三

心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

２

教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
を
解
任
す
る
と
き
は
、
当
該
委
員
に
対
し
て
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら



な
い
。

（
会
長
及
び
副
会
長
）

第
十
一
条

協
議
会
に
、
会
長
及
び
副
会
長
一
人
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

２

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
協
議
会
を
代
表
す
る
。

３

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
会
議
）

第
十
二
条

協
議
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。

２

協
議
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

協
議
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
会
議
の
公
開
）

第
十
三
条

協
議
会
の
会
議
は
、
公
開
す
る
。
た
だ
し
、
職
員
の
採
用
そ
の
他
の
任
用
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
審
議
す
る
場
合

そ
の
他
協
議
会
が
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

協
議
会
の
会
議
を
傍
聴
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
会
長
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

傍
聴
人
は
、
会
議
の
進
行
を
妨
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
指
導
及
び
助
言
等
）

第
十
四
条

教
育
委
員
会
は
、
協
議
会
の
運
営
状
況
に
つ
い
て
的
確
な
把
握
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
、
協
議
会
に
対
し
、
指
導

及
び
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

教
育
委
員
会
及
び
対
象
学
校
の
校
長
は
、
協
議
会
が
適
切
な
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
情
報
の
提
供
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。

（
委
任
）

第
十
五
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
の
設
置
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

一

栃
木
県
立
日
光
明
峰
高
等
学
校

二

栃
木
県
立
馬
頭
高
等
学
校

（
総
務
課
）


